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１．はじめに 

自明タイプのダブルパテントは、司法上創出された原理（"doctrine"）であり、その目的は、

司法上与えられる特許権存続期間を超えて、特許保護の範囲を延長することができないよう

にすることにあります。1994年の GATTウルグアイラウンドにおいて、特許権存続期間は、

米国特許の発行日から 17 年間であったのが、最先の出願日から 20 年間に修正されました。

尚、GATT ウルグアイラウンド前、特許出願人は、理論上、特許権存続期間を限りなく延期

することができました（所謂、サブマリン特許）。 

 

GATT ウルグアイラウンド前、例えば、同一または類似の発明主題を保護する特許出願で

あって、僅かに異なるクレーム発明を規定する一連の特許出願をファイルすることが可能で

した。また、出願人は、故意に、出願プロセキューションを遅らせることによって、複数の

特許の発行日を互いにずらすことができました。 

 

GATTウルグアイラウンド後、特許存続期間が 20 年に変更されてから、複数の特許の発行

日を互いにずらすことができなくなり、結果として、自明タイプのダブルパテントは非現実

的なものになると考えられていました。なぜなら、出願人が特許権存続期間を連続的にずら

すことは、最早できなくなると考えられたからです。このような中、CAFC は、Gilead事件

を含む複数の判例において、自明タイプのダブルパテントの原理について再確認してきまし

た。 

 

自明タイプのダブルパテントに関し、どのような場合に、所謂 Gileadの原理が適用される

べきかについて明確化された最近の CAFC判例について、以下に詳細に説明します。 
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